
第２次寒川町教育振興基本計画

町では、教育基本法第17条第２項に基づき、国の「第３期教育振興基本計画」
を参考にしつつ、「寒川町総合計画2040」「寒川町 教育大綱」との整合を図り
ながら、寒川町の教育振興のための施策に関する基本的な計画を策定しています。
このたび、第１次基本計画の計画期間の終了を迎えたことから、その内容を検

証するとともに、社会状況の変化を見据えながら、より効果的で効率的な教育行
政を進めていくため、第１次計画に引き続き、学校教育と社会教育を２本柱とし
た「第２次寒川町教育振興基本計画」の策定しました。

本計画(基本計画)の期間は、令和３(2021)年度を初年度とし、令和10(2028)
年度を最終年度とする８年間とします。具体的内容を定める実施計画については、
令和３(2021)年度から令和６(2024)年度までの４年間を前期、令和７(2025)年
度から令和10(2028)年度までの４年間を後期としています。
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昔から、「よく学び、よく遊べ」と言われます。教育の目的は、人格の完成であり、
「学び」と「遊び」を通して形成されます。寒川町の教育では、「学び」と「遊び」の
充実により、自立と共生の双方が同時に高められることを「よく生きる」と捉えます。
教育基本法には、家庭教育の役割として、保護者が子どもたちの教育について第一義

的責任を有し、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、
心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとされています。一方、近年の家庭環境
の多様化に伴い、課題も指摘されており、学校教育や社会教育として家庭教育の自主性
を尊重しつつ、地域と共に環境づくりを通じて、教育の充実を図ることが必要です。








